
社会福祉法人会計基準に基づく

退職共済財団の掛金等の会計処理について

２０２５年３月６日
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１．概略

共済契約者である社会福祉法人が都道府県等の実施する退職共済制度に加入した場合の会計処理については、「社会福祉法人会計基準

の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について（最終改正 令和３年１１月１２日）」の「別紙 社会福祉法人会計基準適

用上の留意事項２１（３）都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理」として規定されています。

留意事項においては、原則法と２つの簡便法が規定されていますが、本手引きでは、最も採用が多いと思われる次項２．③の簡便法

について設例を用いて解説いたします。

２．別紙 社会福祉法人会計基準適用上の留意事項２１（３）都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理

「都道府県等の実施する退職共済制度において、退職一時金制度等の確定給付型を採用している場合は、

① 約定の額を退職給付引当金に計上する。ただし被共済職員個人の拠出金がある場合は、約定の給付額から被共済職員個人が既に拠

出した掛金累計額を差し引いた額を退職給付引当金に計上する。

なお、簡便法として、

② 期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金として同額

の退職給付引当資産を計上する方法

や

③ 社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法

を用いることができるものとする。」

と規定されています。
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３．会計処理

２．③の「社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法」を採用しているものと

して解説します。

（１）掛金の徴収、納付時の会計処理

①共済掛金・職員負担分 ６，０００円

②共済掛金・契約者（法人）負担分 ８，０００円

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

A 給与支給時に職員負担分を徴収した。 預金 6,000 職員預り金 6,000 （仕訳なし）

B 共済財団に職員負担分及び契約者負担

分を納付した。

職員預り金

退職給付引

当資産

6,000

8,000

預金 14,000

退職給付引

当資産支出

8,000 支払資金 8,000

C 退職給付引当金を計上する。 退職給付費

用

8,000 退職給付引

当金

8,000 （仕訳なし）
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（２）職員退職時の会計処理（掛金累計額＜退職共済給付額）

＜退職手当支払資金決定通知書＞

①職員掛金累計額 ：職員掛金額 ７，０００円

②契約者（法人）掛金累計額 ：施設負担金累計額 １０，０００円

③退職共済給付額（約定額） ：合計支給額 ２１，０００円

ア．年度内退職者に対して、年度内に退職金を支払った場合

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

A 共済財団から契約者へ約定額が振り込

まれた。

預金 21,000 職員預り金

退職給付引

当資産

その他の収

益

7,000

10,000

4,000

支払資金

支払資金

10,000

4,000

退職給付引

当資産取崩

収入

その他の収

入

10,000

4,000

B 退職者へ退職金を支払った。 職員預り金

退職給付引

当金

退職給付費

用

7,000

10,000

4,000

預金 21,000

退職給付支

出

退職給付支

出

10,000

4,000

支払資金

支払資金

10,000

4,000
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イ．年度内退職者に対して、翌年度に共済財団から約定額の入金があった場合

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

A 決算日 未収金

未収金

10,000

4,000

退職給付引

当資産

その他の収

益

10,000

4,000

支払資金 10,000 退職給付引

当資産取崩

収入

その他の収

入

10,000

4,000

退職給付引

当金

退職給付費

用

10,000

4,000

事業未払金

事業未払金

10,000

4,000

退職給付支

出

退職給付支

出

10,000

4,000

支払資金

支払資金

10,000

4,000

B 共済財団から契約者へ約定額が振り込

まれた。

預金 21,000 職員預り金

未収金

7,000

14,000

（仕訳なし）

C 退職者へ退職金を支払った。 職員預り金

事業未払金

7,000

14,000

預金 21,000 （仕訳なし）
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（３）職員退職時の会計処理（掛金累計額＞退職共済給付額）

＜退職手当支払資金決定通知書＞

①職員掛金累計額 ：職員掛金額 ７，０００円

②契約者（法人）掛金累計額 ：施設負担金累計額 １０，０００円

③退職共済給付額（約定額） ：合計支給額 １５，０００円

ア．年度内退職者に対して、年度内に退職金を支払った場合

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

A 共済財団から契約者へ約定額が振り込

まれた。

預金

退職給付引

当金

15,000

2,000

職員預り金

退職給付引

当資産

退職給付引

当資産

7,000

8,000

2,000

支払資金 8,000 退職給付引

当資産取崩

収入

8,000

B 退職者へ退職金を支払った。 職員預り金

退職給付引

当金

7,000

8,000

預金 15,000

退職給付支

出

8,000 支払資金 8,000
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イ．年度内退職者に対して、翌年度に共済財団から約定額の入金があった場合

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

A 決算日 未収金

退職給付引

当金

退職給付引

当金

8,000

8,000

2,000

退職給付引

当資産

事業未払金

退職給付引

当資産

8,000

8,000

2,000

支払資金

退職給付支

出

8,000

8,000

退職給付引

当資産取崩

収入

支払資金

8,000

8,000

B 共済財団から契約者へ約定額が振り込

まれた。

預金 15,000 職員預り金

未収金

7,000

8,000

（仕訳なし）

C 退職者へ退職金を支払った。 職員預り金

事業未払金

7,000

8,000

預金 15,000 （仕訳なし）
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（４）職員退職時の会計処理（在職期間１年未満）

＜退職手当支払資金決定通知書＞

①職員掛金累計額 ：職員掛金額 ７，０００円

②契約者（法人）掛金累計額 ：施設負担金累計額 １０，０００円

③退職共済給付額（約定額） ：合計支給額 ７，０００円

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

A 共済財団から契約者へ約定額が振り込

まれた。

預金

退職給付引

当金

7,000

10,000

職員預り金

退職給付引

当資産

7,000

10,000

（仕訳なし）

B 退職者へ退職金を支払った。 職員預り金 7,000 預金 7,000 （仕訳なし）
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（５）職員に他の契約者（法人）との異動（転出・転入）が生じた場合

＜被共済職員継続異動承諾書＞

①契約者（法人）掛金累計額 ：施設負担金累計額 １０，０００円

ア．転出施設（契約者）の会計処理

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

契約者掛金累計額の取崩し 退職給付引

当金

10,000 退職給付引

当資産

10,000 （仕訳なし）

ア．転入施設（契約者）の会計処理

事業活動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方

契約者掛金累計額の計上 退職給付引

当資産

10,000 退職給付引

当金

10,000 （仕訳なし）


